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第１章 はじめに 
公営企業を取り巻く環境は、急速な人口減少等に伴う使用料収入の減少や施設の老朽化等に伴う更

新需要の増加などにより、厳しさを増しています。こうした中で、各公営企業が、将来にわたり住民生活に必
要なサービスを安定的に提供していくためには、「経営の見える化」による経営基盤の強化が必要です。 

国からは、この状況下においても各公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続するため、自らの経
営等について的確な現状把握を行った上で、中長期的な経営の基本方針となる「経営戦略」を策定するよ
う求められています。 

宇和島市では令和６年度から、公共下水道と小規模下水道を統合し、「宇和島市下水道事業」とし
て経営を行っていることから、経営戦略においても、従来の各事業における経営戦略を統合した「宇和島市
下水道事業経営戦略」を今回策定し、今後の経営の基本方針とするものです。 
 

策 定 日 ︓ 令和７年３月 
計 画 期 間 ︓ 令和７年度〜令和 16 年度 

 

第２章 事業概要 
（１）事業の現況 

① 施設 

供用開始年度 
（供用開始後年数） 

【宇和島地区】 
・宇和島市浄化センター︓平成 9 年度(27 年) 
【津島地区】 
・竹ヶ島浄化センター︓平成 9 年度(27 年) 
・田颪浄化センター︓平成 12 年度(24 年) 
・平井浄化センター︓平成 12 年度(24 年) 
【遊子地区】 
・遊子地区浄化センター︓平成 14 年度(22 年) 

法適(全部適
用・一部適用)
非適の区分 

法適用 
(一部) 

処理区域内 
人口密度 

40.68 人/ha 
(令和 5 年度決算統計から) 

流域下水道等
への接続の有

無 
無 

公共下水道事業（15,446 人、364ha）、小規模下水道事業（702 人、33ha） 
処理区数 5 処理区  
処理場数 5 処理場  

広域化・共同化・最適
化実施状況※１ 

広域化・共同化については、汚水処理事業における経営基盤の強化や経営効
率化の推進について県及び県下の市町で検討を進めたものの、当市においては地
理的条件等から、具体的な動きは出ていません。 

一方、令和６年度からは公共下水道と小規模下水道（漁業集落排水）が
統合し、新たな下水道事業が発足しましたが、人口減少が進む中、合併処理浄
化槽を含めた最適化について、引き続き検討を行う必要があります。 

 
※１「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。 
「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを
含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を
共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。 
「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条
件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わな
い。）を指す。 
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② 使用料 

一般家庭用使用料
体系の 

概要・考え方 

使用水量に関係なく負担する基本使用料と使用水量に応じて負担する従量
使用料で構成された二部使用料制としています。従量使用料については、使用
水量が多くなるほど使用料単価が段階的に高くなる累進性となっています。公共
下水道の処理区域は 5 段階、小規模下水道処理区域の遊子地区は３段階、
津島地区は１段階の水量ランクに区分しています。 

業務用使用料体系の 
概要・考え方 業務用の設定はなく、使用料体系は一般家庭用と同様です。 

その他の使用料体系
の概要・考え方 

湯屋汚水は基本使用料を設けず、使用料１㎥につき 33.0 円(消費税等 10%
込)としています。 

条例上の使用料*1 
（２０㎥あたり） 

税抜き 

年度 宇和島地区 津島地区 遊子地区 
令和 3 年度 2,420 円 5,000 円 4,440 円 
令和 4 年度 2,420 円 5,000 円 4,440 円 
令和 5 年度 2,420 円 5,000 円 4,440 円 

実質的な使用料*2 
（２０㎥あたり） 

税抜き 

令和 3 年度 2,872 円 5,204 円 
令和 4 年度 2,877 円 5,213 円 
令和 5 年度 2,890 円 5,217 円 

*1 条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。 
*2 実質的な使用料とは、使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。 

 
 

③組織 

職員数 
（下水道部門） 

7 名（課長 1 名、課長補佐 1 名、係長 3 名、下水道係 1 名、管理
係 1 名） 

事業運営組織 

令和 6 年４月１日現在 
【都市整備課】 

課長  （1 名） 
課長補佐 （1 名） 
係長  （3 名） 
係員  （2 名） 

 
 
 

 

建設部都市整備課

課長兼浄化センター所長

課長補佐兼
公園係長 課長補佐 課長補佐

公園係 都市計画係 下水道係 管理係

損益勘定支弁職員 

資本勘定支弁職員 
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（２）民間活力の活用等 

民間活用の状況 

ア 民間委託 
（包括的民間委託を含む） 

処理場の運転維持管理業務を委託し、業
務の効率化を図っています。 

イ 指定管理者制度 現時点では実施していません。 

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ 現時点では実施していません。 

民間活用の状況 

ア エネルギー利用 
（下水熱・下水汚泥・発電等） 

現時点では実施していません。 

イ 土地・施設等利 
（未利用土地・施設の活用等） 

現時点では実施していません。 

 
 

（３）経営比較分析表を活用した現状分析 
直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公

営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）は次のとおりです。 
・経営比較分析表（令和５年度決算）法適用  公共下水道事業 
・経営比較分析表（令和５年度決算）法非適用 小規模下水道（漁業集落排水）事業 
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・
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填
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第３章 将来の事業環境 

（１）処理区域内人口の予測 
①処理区域内の人口推計 
  処理区域の人口は、既存資料を基に、行政区域内人口、整備済み人口及び人口減少率を勘案し
て求めました。 

②接続人口の推計 
  接続人口の推計は、既存資料を基に、接続人口の減少率を勘案して求めました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）有収水量の予測 
  公共下水道、小規模下水道における水洗化人口一人当たりの有収水量（令和 5 年度実績）に
水洗化人口（接続人口）を乗じてそれぞれ推計し、合算しました。 
  数式︓有収水量＝水洗化人口1人当たり有収水量（令和 5年度実績）×水洗化人口（接続人
口） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実績  推計 

実績  推計 
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（３）使用料収入の見通し 
  公共下水道、小規模下水道における有収水量１㎥当たりの使用料（令和 5 年度実績）に有収
水量を乗じてそれぞれ推計し、合算しました。 
  数式︓使用料＝有収水量１㎥当たり使用料（令和 5 年度実績）×有収水量 
  公共下水道については、現時点では維持管理費の全部及び資本費の一部を使用料収入で賄ってい
ますが、令和 11 年度には維持管理費の一部について使用料収入で賄えなくなる見込であり、資本費
については使用料収入を充当することができなくなることから、今後この見込が継続した場合、令和 10
年度から適正な使用料についての検討を行います。 
  令和 11 年度に公共下水道使用料を 10%改定した場合は、計画期間末の令和 16 年度には令和
５年度の 95％程度の減少に留まる見込みであり、本計画はこの試算に基づき、策定を行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）施設の見通し 
  本市の下水道事業は供用開始から 27 年が経過しており、宇和島市浄化センターについては、耐用
年数を超えた機器の更新を順次実施しているところです。管渠については計画期間内に老朽化が見
込まれる箇所はなく、早急に大規模な更新を行う必要はありませんが、耐震化が必要な箇所について
の検討を進めていきます。 
 

 
（５）組織の見通し 
  令和６年度から小規模下水道事業について地方公営企業法を適用して公共下水道事業と統合し、
その管理を行っています。 
  現在の人員構成が本市の下水道事業を運営していく上での最低ラインと考えています。今後、下水道
事業の最適化や民間事業者等との連携による経営の効率化を検討しつつ、下水道経営技術の維
持・継承についても経営に支障をきたすことのないよう継続的に検討します。 

実績  推計 
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第４章 経営の基本方針 

（１）経営方針 
下水道事業は、汚水と雨水を排除することにより生活環境の保全、浸水防止、水質改善を図り、市

民が安全・安心で快適な生活を送るために欠かせない重要な事業です。現在、本市の下水道人口普
及率は、令和５年度末現在23.8％となっており、全国平均や県内平均に比べ低い状態ですが、中心
地域については概ね整備がなされた状態です。 

少子高齢化の進行に伴う人口減少や節水意識の高まりなど、社会情勢の変化に伴い今後の処理
水量は減少していくことが想定される中、総合的な見地から検討を進め、令和２年度に全体計画区域
の見直しにより、汚水処理区域の縮小を行っているところです。今後の下水道の普及については、現在
の浄化センターの処理能力範囲内で整備を行っていくこととし、区域外については、合併処理浄化槽で
の普及を推進することとします。 

今後、大規模な下水道整備は行われないことから、人口減少に伴い徐々に使用料が減収して行くこ
とが想定される一方で、施設・設備の老朽化による修繕費用等の増加が見込まれるため、これらを総合
的に勘案した下水道事業経営が求められています。 

本市の下水道事業は供用開始から 27 年が経過しており、宇和島市浄化センターについては、耐用
年数を超えた機器の更新を順次実施しているところです。今後耐用年数を迎える施設、設備について
は、下水道施設全体を一体的に捉えた下水道ストックマネジメント計画に基づき、効果的、効率的な
更新を行うことにより、投資の平準化及びコスト縮減を合理的に進めます。管渠については計画期間内
に老朽化が見込まれる箇所はなく、早急に大規模な更新を行う必要はありませんが、更新時期が集中
しないよう検討していきます。 

また、経営の健全性確保及び経費回収率の向上のため、計画期間中に適正な使用料についての
検討を行います。 

なお、令和６年度から小規模下水道（漁業集落排水）事業についても公営企業会計法を適用
したことから、経営の状況をより的確にとらえ、下水道事業経営の安定性、継続性を確実なものにしてい
きます。 
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第５章 投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資・財政計画（収支計画） 
別紙のとおり 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 
①収支計画のうち投資についての説明 

目標 

下水道施設の計画的更新 
・下水道施設全体を一体的に捉えた下水道ストックマネジメント計画に基づき、効 
果的、効率的な更新を行うことにより、投資の平準化及びコスト縮減を合理的に
進めます。 

・計画期間中に大幅な整備区域の拡張予定はなく、管渠についても計画期間内に
老朽化が見込まれる箇所はありませんが、耐震化についての検討を進めるとともに、
更新時期が集中しないよう検討していきます。 

 
上記目標の達成に対応するため、計画期間内において次の事業を予定しています。 
【計画期間内の事業計画（令和 6 年度から 7 年度への繰越含まず）】 
  公共下水道事業 3,631 百万円（R7〜16 年度） 
うち管渠整備事業(470 百万円)、ポンプ場整備事業(317 百万円)、 
処理場整備事業(2,844 百万円) 
  小規模下水道事業 330 百万円（R7〜16 年度） 
うち管渠整備事業(50 百万円)、処理場整備事業(280 百万円) 
  合計 3,961 百万円（国・県 1,711 百万円、企業債 1,631 百万円、その他 619 百万円） 
 
【管渠、処理場等の建設・更新に関する事項】 
  本市の下水道事業は供用開始から 27 年が経過しており、宇和島市浄化センターについては、耐用
年数を超えた機器の更新を順次実施しているところです。管渠については計画期間内に老朽化が見
込まれる箇所はなく、早急に大規模な更新を行う必要はありませんが、耐震化が必要な箇所について
の検討を進めていきます。 
 

【投資の平準化に関する事項】 
  下水道事業における投資については、計画期間内にストックマネジメント計画に基づき、補助事業を主
体とした事業費の平準化を実施していきます。 
 

【防災・安全対策に関する事項】 
  急所施設（その施設が機能を失えばシステム全体が機能を失う最重要施設）のうち、浄化センター
（終末処理場）については、順次耐震化を進めており、令和 10 年度には全ての建物の耐震化が完
了する見込です。また管路部分については、市役所横寿町側交差点から浄化センター部分が該当し、
耐震化率は 100%となっています。 
  重要施設を結ぶ管路については、優先的に耐震化する考えであり、それ以外の施設とつながる管路に
ついては、今後検討を進めていきます。 
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②収支計画のうち財源についての説明 

目標 

・本市では、将来の事業環境を踏まえ、次のとおり目標値を設定しています。 
＜目標＞計画期間 令和 16 年度末における目標 
・経費回収率 90％以上を目指します。 
（令和６年度見込 90.3％ 令和 16 年度見込 91.2%） 
＜財源の目標に関する考え方＞ 
・経費回収率は、汚水に係る経費のうち、どの程度が使用料で賄えているかを示す
指標です。下水道経費のうち汚水に係る経費は、本来使用料で賄うべきものとさ
れており、下水道事業の適正な運営のため、90%を上回る水準を目指します。 

・一般会計繰入金については、今後の元金償還減少に伴い、合計額・基準外繰
入額ともに減少していきますが、依然として多くの基準外繰入金が発生していること
から、基準外繰入金のさらなる減少を目指します。 

 
【使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項】 
  使用料収入は、有収水量×有収水量当たりの使用料で算定しました。 
  使用料の見直しについては、経営の健全性確保及び経費回収率の向上のため、計画期間中に適正
な使用料についての検討を行うとともに、経営環境の様々な変化をモニタリングし、財源の確保を図って
いく考えとしています。 

 
【企業債に関する事項】 
  建設改良費の起債対象事業に対し、充当率 100％で起債を充てる予定としています。 
  新規発行企業債の発行条件は、償還期間 10 年、うち据置１年、元利均等方式、利率は 1.0％
以内で想定しています。 
  下水道事業債（企業債の 1/2、利率 1.0％） 
  過疎対策事業債（企業債の 1/2、利率 1.0％） 
 
【繰入金に関する事項】 
  国が示している一般会計からの繰出しの基本的な考え方に沿って、繰入する試算としています。 
  また、下水道施設の資本費及び維持管理に係る他会計出資金、補助金として財政部局と協議の上、
基準以外の繰入金も一般会計から繰入する試算としています。 

 
【資産の有効活用に関する事項】 
  現在、遊休資産が存在しないため、本計画では反映しておりません。なお、今後、人口減少等により
使用されなくなった施設等が生じた場合、その活用について検討します。 

 
【その他】 
  生活排水処理の意義や下水道事業の経営状況等について周知を図り、使用料収入の未納解消に
努めます。 
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③収支計画のうち投資以外の経費についての説明 
【民間の活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFI
など）】 
  業務の効率化や経費削減のため、浄化センター、マンホールポンプの管理を民間に委託しており、現行
の委託業務形態が当面継続することを前提に試算しています。 
  PPP/PFI などについては、本計画では反映しておりませんが、全国の先進事例及びそれらのもたらす効
果等を勘案して、今後検討していきます。 
 

【職員給与費に関する事項】 
  令和６年度当初予算における「1 人当たりの年間給与費」に「職員数」と「平均物価上昇率(四国地
方の過去５年間(平成 30 年度〜令和 4 年度)の対前年度平均物価上昇率)」を乗じて試算してい
ます。 
 

【修繕費に関する事項】 
  令和６年度当初予算における修繕費に「平均物価上昇率(四国地方の過去５年間(平成 30年度
〜令和 4 年度)の対前年度平均物価上昇率)」を乗じて試算しています。 
 

【委託費に関する事項】 
  令和６年度当初予算における「委託費」に「平均物価上昇率(四国地方の過去５年間(平成 30
年度〜令和 4 年度)の対前年度平均物価上昇率)」を乗じて試算しています。 
 

【その他】 
  令和６年度当初予算における「その他費用」に「平均物価上昇率(四国地方の過去５年間(平成
30 年度〜令和 4 年度)の対前年度平均物価上昇率)」を乗じて試算しています。 
 
 

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 
①今後の投資についての考え方・検討状況 

広域化・共同化・最適化
に関する事項 

愛媛県汚水処理事業広域化・共同化検討会を通じて、県及び県下
の市町村とともに、検討を進めるとともに、人口減少が進む中での、公共
下水道・小規模下水道においての最適化を図ります。 

投資の平準化に関する 
事項 

施設については、ストックマネジメント計画に基づき平準化を進めます。
また、管渠については耐用年数を勘案して、更新時期が集中しないよう
早期に改築・更新の計画を策定し、効率的な更新に努めます。 

民間活力の活用に関する
事項（PPP/PFI など） 

PPP/PFI などについては、本計画では反映しておりませんが、全国の先
進事例及びそれらのもたらす効果等を勘案して、今後検討していきます。 

その他の取組 管路の整備にあたっては、現在の浄化センターの処理能力範囲内で
管路整備を行います。 

 



12 

②今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに関す
る事項 

人口減少による使用料収入の減少が避けられない中、物価高騰の影
響もあり、今後は建設投資に係る経費だけでなく、維持管理に係る経費
についても使用料収入では賄えなくなることから、適正な使用料について
の検討を行います。 

資産活用による収入増
加の取組について 

下水道施設用地については、本来の取得目的を十分勘案した上で、
より有効的な活用方法について検討を行います。 

その他の取組 
国の動向を注視し、国庫補助事業の活用を図るとともに、起債につい

ては、経営を圧迫することの無いよう、適切な資金調達に取り組んで行き
ます。 

 
③投資以外の経費についての考え方・検討状況 
民間活力の活用に関す
る事項（包括的民間委
託等の民間委託、指定
管理者制度、PPP/PFI
など） 

処理場の管理業務委託を長期継続契約とし、費用の削減を図ってい
ます。また、身近なテーマとして、保守点検及び清掃等について、引き続
き、民間活力の活用を検討していきます。 

職員給与費に関する事
項 

職員の給与水準は、地方公務員法の給与の決定原則に基づき、人
事院勧告等国及び県の動向を踏まえるとともに、他地方公共団体の均
衡を考慮し、条例で定め決定し、給与の適正化に努めていきます。 

動力費に関する事項 耐用年数を経過する設備を更新するにあたり、電気代等の高効率性
や導入時の投資額等を検討し、より動力費が抑えられる方式をとります。 

薬品費に関する事項 民間委託の中で実施しているので、該当ありません。 

修繕費に関する事項 
ストックマネジメント計画を踏まえ、段階的に修繕費の節約及び平準

化を図るとともに、施設の定期点検等による施設の長寿命化を図りま
す。 

委託費に関する事項 
現在実施している施設維持管理について、見直しの段階で、対象業

務と費用を適正に算出し、委託料の適正化を図ります 

その他の取組 不明水については、費用対効果を検証した上で、必要な対策を講じる
ことにより、下水道処理運転経費や維持管理費の削減に努めます。 

 
 

第６章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 
 

経営戦略の事後検証、
改定等に関する事項 

将来にわたって安定的に事業を継続していくため、PDCA サイクルの考
えに基づき、投資・財政計画の達成状況について毎年度進捗管理を実
施し、計画と実績の乖離を検証・対応していきます。 

また、使用料金の変更や民間活力の活用等により、収支計画の変更
が必要となる場合においては、本戦略を見直しするほか、概ね５年ごとに
総合的な検証を行ない、さらなる現状分析や社会状況の変化などを考
慮し、本戦略を更新します。 
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第７章 その他 

①経費回収率向上に向けたロードマップ 
本市の下水道事業は、使用料収入だけでは汚水に係る維持管理費及び資本費（減価償却費及

び利息）に係る経費を賄うことができず、一般会計から基準外繰入を受けており、経費回収率は令和
６年度見込で 90.3％と、100％を下回る状況にあります。 

経営戦略の策定期間中においては、人口減少により下水道使用料が減少する一方で、汚水に係る
経費については、物価高騰等の影響により維持管理費が増加し、資本費は今後も横ばいで推移するこ
とから、経費回収率は悪化していきます。 

本計画では、計画最終年度の目標数値を 90.0％以上としており、令和 8 年度に 90％を下回りま
すが、令和 11 年度に公共下水道において 10％の使用料改定を行う試算としており、計画最終年度
は、91.2％と、目標値及び令和 6 年度見込を上回る見込みとなっています。 

経費回収率の動向は毎年度の決算毎にモニタリングし、計画との相違については分析を行うことで、
経費回収率の向上につなげます。 
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②一般会計繰入金等の推移見込 
一般会計繰入金については、今後の元金償還減少に伴い、合計額・基準外繰入額ともに減少して

いき、企業債残高についても減少傾向にあります。 
また収益的収支については、収支均衡が続きますが、一般会計からの繰入金により収支均衡の状態

を保っていることから、基準外繰入金のさらなる減少を目指します。 
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第８章 経営戦略ひな形様式 
「経営戦略策定・改定マニュアル(令和４年１月改定 総務省)」に示された「経営戦略ひな形様式(別

紙)」を次のとおり添付します。 
 
別紙 様式第 2 号（法適用企業・収益的収支）投資・財政計画（収支計画） 
別紙 様式第 2 号（法適用企業・資本的収支）投資・財政計画（収支計画） 
別紙 原価計算表 
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供用開始年月日 平 成 9 年 6 月 1 日
処理区域内人口 15,891人

計算期間 自 ︓ 令 和 7 年 ４ 月
至 ︓ 令 和 17 年 ３ 月

（10年間）

最近１箇年間の実績
（R6年度決算見込）

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

286,418 281,542 0 281,542

0 0 0 0

214 217 0 217

286,632 281,759 0 281,759

最近１箇年間の実績
（R6年度決算見込）

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

38,799 39,115 0 39,115

29,208 31,458 0 31,458

105 113 0 113

0 0 0 0

192,520 206,187 0 206,187

260,632 276,873 0 276,873

人 給 料 （ 基 本 給 ） 21,842 22,120 0 22,120

件 手 当 （ 退 職 給 付 費 ） 0 0 0 0

費 諸 手当 、福 利費 、そ の他 18,801 19,040 0 19,040

0 0 0 0

40,643 41,160 0 41,160

資 59,580 20,952 0 20,952

本 368,463 365,659 320,484 45,175

費 20,000 20,000 0 20,000

448,043 406,611 320,484 86,127

749,318 724,645 320,484 404,160
料金算定期間(開始) 料金算定期間(終了) 料金算定期間 資産維持費率※
償却資産(期首残高) 償却資産(期末残高) 償却資産(平均残高) （標準値）

16,477,629 10,719,782 13,598,706 3%

30,597

　(営業及び営業外費用)+(資産維持費) 434,757

料金収入／(料金対象経費+資産維持費) ︓　(X)／((Y)＋(Z))＊１００＝ 64.8
＜料金水準についての説明＞

原価計算表

収入の部

項 目
金額（千円）

使 用 料 (X)

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支出の部

項 目
金額（千円）

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

管
渠
・
処
理
場
費 そ の 他

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

料 金 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

使用水量に関係なく負担する基本使用料と使用水量に応じて負担する従量料金で構成された二部料金制としています。従量料金については、使用水量が
多くなるほど使用料単価が段階的に高くなる累進性となっています。公共下水道の処理区域は5段階、小規模下水道処理区域の遊子地区は３段階、津
島地区は１段階の水量ランクに区分しています。
使用料の見直しについては、経営環境の様々な変化をモニタリングし、今後の料金改定の必要性について継続的に検討を続け、計画期間中に使用料の改
定を予定しています。

※資産維持費＝料金算定期間の平均償却資産残高×資産維持費率
　（長期前受金戻入及び基準内繰入額は除き、使用料対象部分のみ計上）

小 計

薬 品 費

流域下水道管理運営費負 担金

支 払 利 息

減 価 償 却 費

企 業 債 取 扱 諸 費 そ の 他

小 計

小 計

一
般
管
理
費


